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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○臨時議長（大江道男君） おはようござ

います。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和元

年第２回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（大江道男君） 日程第１ 仮

議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席といたし

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会議録署名議員の指名 

○臨時議長（大江道男君） 日程第２ 会

議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番岡本美代子さん、１

３番坂田美栄子さんを指名いたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 選挙第２号 

○臨時議長（大江道男君） 日程第３ 選

挙第２号議長の選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） 異議なしと認

めます。 

したがって、選挙の方法は、指名推選に

よることに決定いたしました。 

お諮りします。 

指名の方法については、臨時議長におい

て指名することにいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） 異議なしと認

めます。 

したがって、臨時議長において指名する

ことに決定しました。 

議長に、大原昇さんを指名します。 

お諮りします。 

ただいま、臨時議長が指名しました大原

昇さんを議長の当選人とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（大江道男君） 異議なしと認

めます。 

したがって、ただいま指名しました大原

昇さんが、議長に当選されました。 

ただいま議長に当選された大原昇さんが

議場におられますので、会議規則第３３条

第２項の規定により、当選の告知をいたし

ます。 

議長に当選されました大原昇さんから発

言を求められておりますので、これを許し

ます。 

大原昇さん、登壇願います。 

○議長（大原 昇君） 〔登壇〕 ただい

ま皆様の推選により、議長を拝命いたしま

した大原でございます。 

皆様の推選、私のほか１３名の推選とい

うことで、本当に荷が重いという思いであ

ります。 

私は、４年前にも議長を拝命いたしまし

たけれども、そのときには、議会改革とい

うことをうたいまして、就任させていただ

きました。 

私は、この４年間のうちに、その議会改

革が全て終わったというふうには思ってお

りません。 

また皆様に議長としてお願いするとき

に、この議会改革を私はまた打ち立てたと

ころであります。 

今まで議会は、町民を待つ議会でありま

した。それでは町民の意見を本当に反映で

きるのかという思いは、じくじたるものが

ありました。その中で、今度は攻めの議

会、町民に対して自分たちから足を運ん
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で、町民の意見を酌み取り、そして、それ

を議会の中に反映しようというような思い

が私の中にずっとありましたので、それを

皆様に伝えたところであります。 

町民の意見をどのようにして、今度この

議会に反映するのか。これは、議会だけの

問題ではありません。行政側にもこれをお

願いをして、私たちが町民からいろんな意

見を負託したところを、行政側と一生懸命

何度も何度もお話をしながら、町のため、

町民のために最善を尽くす方法、そして、

よりよいまちをつくるための議論、これを

重ねなければ、やはり行政側にしても、私

たち議員にしても、向かう方向は一緒であ

ります。町を良くしよう、町民の生活を楽

にしようというような思いがたくさんある

と思います。 

そこで、私は町民と、そして、行政との

対話、これをもっともっと深く深くやって

いこうという思いで、今回、議長に臨ませ

ていただきました。 

皆様のお力をかりなければ、私ひとりの

力ではどうにもなりません。また４年間、

皆様のお力をかりながら、よりよい議会、

そして、よりよい町づくりに励みたいと思

いますので、どうぞ御協力のほどよろしく

お願いします。 

○臨時議長（大江道男君） これで、臨時

議長の職務は全部終了いたしました。 

御協力ありがとうございました。 

大原議長、議長席にお着き願います。 

暫時休憩いたします。 

午前１０時０７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時０８分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 会期の

決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日としたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日１日と決定しま

した。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告は、事務局長から報告させま

す。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したもの配付しておりますので御了承願

います。 

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 選挙第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 選挙第

３号副議長の選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 
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したがって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指

名することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議長において指名すること

に決定しました。 

副議長に、岡本美代子さんを指名しま

す。 

お諮りします。 

ただいま、議長が指名しました岡本美代

子さんを副議長の当選人とすることに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました岡本

美代子さんが、副議長に当選されました。 

ただいま副議長に当選された岡本美代子

さんが議場におられますので、会議規則第

３３条第２項の規定により、当選の告知を

します。 

副議長に当選されました岡本美代子さん

から発言を求められておりますので、これ

を許します。 

岡本美代子さん、登壇願います。 

○副議長（岡本美代子君） 〔登壇〕 副

議長にさせていただきました岡本美代子で

す。 

私は、大原議長と連携を密にし、議長を

支え、副議長の責務を果たしていきたいと

考えています。 

まず、私は、議員一人一人の人格を尊重

したいと考えています。また、議員は、選

挙で戦ってこの場にいるわけなのですけれ

ども、この場に来たからには１４人が協力

し合っていかなければ、美幌町議会として

の役割を果たせないと思っていますので、

しっかりと１４人の連携をとっていきたい

というふうに考えています。 

また、美幌町は自治基本条例の施行以

来、私たちは、年２回の議会報告会、そし

て意見交換会を開催しておりますけれど、

先ほど議長が言われたとおり、いまいち参

加者が少ない。これをどういうふうに私た

ち議員の姿を直接見せることができるかと

いうことを考えまして、私は１時間とか１

時間半でなくても、３０分でもいろんな現

場にこちらから出向いていって、私たちの

姿を見ていただく、そして、現場からの意

見を吸い上げる、こういうことが今後必要

ではないかというふうに考えています。 

また、議員は大変いろんな現場で、職業

であったり、活躍をしている方が多いで

す。農業の方ですとか、工業の方ですと

か。私は、そういう議員の得意分野、この

辺の情報を共有していく、そして、例え

ば、農業でしたら、農家の方がより深い情

報を持っているわけですから、私たちも一

緒に共有して、みんなで課題に取り組んで

いくという姿をつくらなければならないの

ではないかと思います。 

これは、基幹産業の農業だけでなく、工

業、商業、そして、福祉の分野においても

こういうことが言えるのではないかと思っ

てます。議員間の情報の共有をしっかりや

っていきたいと考えております。 

また、これは対外的なことなのですけれ

ども、美幌は政務活動費をいただいており

ます。そして、いろんな勉強をする機会が

あります。私は、この政務活動費というも

のを町村議会にもっと広めていきたいと思

っていますし、また、公職選挙法では、私

たち町村議員は、費用は一切自分たちで出

している。一切賄っている。こういうこと

にも機会がありましたら、私はもっと踏み

込んでいきたいなというふうに考えており

ます。 

４年間、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（大原 昇君） 資料配付のため、

暫時休憩します。 

午前１０時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時１６分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議席の指定について 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議席の

指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定に

より、議長において指定します。 

各議員の氏名とその議席番号は、お手元

に配付しました議席表のとおり指定しま

す。 

それぞれ、ただいま指定の議席に移動願

います。 

暫時休憩します。 

午前１０時１７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時１８分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 選任第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 選任第

２号常任委員の選任を行います。 

お諮りします。 

常任委員の選任については、委員会条例

第７条第２項の規定により、総務文教厚生

常任委員に、１番戸澤義典さん、３番大江

道男さん、５番木村利昭さん、７番馬場博

美さん、９番藤原公一さん、１１番岡本美

代子さん、１２番上杉晃央さん。 

経済建設常任委員に、２番稲垣淳一さ

ん、４番髙橋秀明さん、６番伊藤伸司さ

ん、８番古舘繁夫さん、１０番坂田美栄子

さん、１３番松浦和浩さん、１４番大原

昇、以上のとおり指名したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しましたとお

り、常任委員に選任することに決定しまし

た。 

暫時休憩します。 

次に、議長の常任委員の辞任の件を議題

としますので、副議長と交代します。 

午前１０時２０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時２１分 再開 

○副議長（岡本美代子君） 休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎議長の常任委員辞任について 

ただいま、経済建設常任委員に選任され

ました議長から常任委員を辞任したい旨の

申し出があります。 

議長はその職責上、どの委員会にも出席

する権限を有しているほか、可否同数の際

における裁決権など議長固有の権限を考慮

するとき、一の委員会に委員として所属す

ることは適当でなく、また、行政実例にお

いても議長の辞任を認めているところでも

ありますので、経済建設常任委員を辞任し

たいとするものです。 

お諮りします。 

辞任について許可することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（岡本美代子君） 異議なしと認

めます。 

したがって、議長の経済建設常任委員の

辞任については、許可することに決定しま

した。 

暫時休憩いたします。 

再開は、１０時５０分といたします。 

午前１０時２２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 
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――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された各常任委員会におい

て、委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果の報告が議長の手元に参りました

ので報告します。 

総務文教厚生常任委員会の委員長に戸澤

義典さん、副委員長に馬場博美さん。 

経済建設常任委員会の委員長に松浦和浩

さん、副委員長に稲垣淳一さん、以上のと

おり互選された旨の報告がありました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 選任第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 選任第

３号議会運営委員の選任を行います。 

お諮りします。 

議会運営委員の選任については、委員会

条例第７条第２項の規定により、２番稲垣

淳一さん、４番髙橋秀明さん、５番木村利

昭さん、１１番岡本美代子さん、１２番上

杉晃央さん、以上のとおり指名したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しましたとお

り、議会運営委員に選任することに決定し

ました。 

暫時休憩します。 

休憩中に議会運営委員会を開催し、委員

長の互選をお願いいたします。 

再開は、１１時１０分をめどといたしま

す。 

午前１０時５２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された議会運営委員会にお

いて、委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果の報告が議長の手元に参りま

したので報告いたします。 

委員長に上杉晃央さん、副委員長に髙橋

秀明さん、以上のとおり互選された旨の報

告がありました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 選挙第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 選挙第

４号美幌・津別広域事務組合議会議員の選

挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選にし

たいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指

名することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議長において指名すること

に決定しました。 

美幌・津別広域事務組合議会議員に、１

番戸澤義典さん、３番大江道男さん、４番

髙橋秀明さん、７番馬場博美さんを指名し

ます。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました４人の方

を、美幌・津別広域事務組合議会議員の当

選人とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました１番

戸澤義典さん、３番大江道男さん、４番髙

橋秀明さん、７番馬場博美さんが、美幌・

津別広域事務組合議会議員に当選されまし

た。 

ただいま当選された４人の方が議場にお

られますので、会議規則第３３条第２項の

規定により、当選の告知をいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 町長就任宣誓 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 町長

就任宣誓。 

去る５月１日に、美幌町長に就任された

平野町長から美幌町自治基本条例第３４条

の規定により、就任時の宣誓をしたい旨の

申し入れがありましたので、これを許しま

す。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 宣誓。 

私は、町長の就任に当たり、町民の皆さ

んの信託を受けたみずからの地位の重さを

深く認識し、地方自治の本旨に基づき住民

の福祉の増進に努めるとともに、美幌町自

治基本条例の基本理念の実現のため、公正

かつ誠実に職務を遂行することをここに誓

います。 

令和元年５月１０日、北海道美幌町長平

野浩司。 

――――――――――――――――――― 

◎所信表明及び提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から所信表明

及び本臨時会に提案している案件の概要説

明をしたいとの申し入れがありますので、

これを許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 令和元

年第２回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、私にとりましては、初めての町議会と

なりますので、町政に対する私の所信の一

端を述べさせていただき、議員各位並びに

町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと

存じます。 

私は、去る４月２１日に執行されました

美幌町長選挙におきまして、多くの町民の

皆様の御支持をいただき、当選の栄に浴す

ることができました。 

今後４年間、美幌町政のかじ取りを担う

ことになりますが、５月７日の初登庁以

来、その職責の重さを実感しているところ

でございます。 

平成から令和へと元号は変わり、今まさ

に時代が大きく変化しようとする中、人口

の減少と少子化・高齢化の進展を背景とし

て、私たちのふるさと美幌も大きな転換期

を迎えています。 

明治２０年に戸長役場が開場され、美幌

町の自治行政が歩みを始めてから１３０年

余りとなりますが、この間、町政の運営に

御尽力をいただきました歴代の町長や議会

議員各位、今日の礎を築かれた各界、各方

面にわたる諸先輩の方々、多くの町民の皆

様の御努力と御苦労に対しまして、心から

敬意と感謝を申し上げます。 

私は縁あって美幌町に移り住んで４０年

になりますが、これまで多くの方々とのす

てきな出会いがあり、今日に至るまで充実

した日々を過ごしてまいりました。その出

会いが、全ての日々が、私にとって何物に

もかえがたい宝となっております。 

ふるさと美幌は、生まれ育った人はもと

より、ここに移り住んだ人、ここで働く人

や学ぶ人、そして、遠くから応援してくだ

さる人、美幌町にかかわりのある全ての

人々の思いによって支えられ、成り立って

います。 

このまちの未来を展望したとき、人口の

減少と少子化・高齢化の進展を避けて通る

ことはできませんが、どのような課題や問

題があろうとも、ふるさと美幌に思いを寄

せる人々の力を結集することで、必ずや美

幌の未来を切り開くことができるものと私

は信じております。 
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そのためにも、「美幌の活力を高め、次

代につなげるまちづくり」をスローガン

に、町民の皆様と同じ目線で話し合い、真

摯に向き合うことで、産業の活力、人の活

力、地域の活力を高めて、先人が築き上げ

た誇りある美幌町をしっかりと次代につな

げていくための人財を育ててまいります。 

具体的には、三つのまちづくりの柱、１

０の基本目標に沿って取り組んでまいりま

すが、ここで、改めて町民の皆様にお約束

した項目を述べさせていただきます。 

活力あるまちづくり。 

人口減少社会への挑戦、夢を持てる、夢

が実るまちに、美幌経済が好転するまち

に、美幌の「美」を守るまちに。 

次代につなげるまちづくり。 

「安心して子育てできる」支援の強化、

ふるさと教育の推進、地域包括ケアシステ

ムの深化。 

安全・安心なまちづくり。 

地域を安全、安心、災害に強いまち、地

域の安心、くらしを守る自衛隊、広域連携

の推進、以上が、町民の皆様とお約束した

項目になりますが、私の任期は４年間であ

ります。これらの実現に向けて、これまで

の行政経験を生かしながら、町民の皆様の

視点で考え、十分に話し合い、美幌の将来

を見据えたまちづくりに全力を尽くしてま

いる決意でございます。 

これからの町政を進める上で、所信の一

端を申し上げましたが、全てが一朝一夕に

できるものとは、もとより思っておりませ

ん。私自身に足らざる点が多いことを自覚

しつつ、関係各位の御指導、御鞭撻をいた

だきながら、限られた予算の中で、町民の

皆様の願いをできる限り形にして、そのニ

ーズに応えていくことが私に与えられた使

命であると考えております。 

１万９,０００人余りが乗船した美幌丸

は、令和という名の大海原へ出航します。

今後４年間におきましては、乗客となる町

民の皆様に安全・安心な航海を基本とし

て、満足いただけるサービスを的確に提供

するとともに、皆様をそれぞれの目的地へ

元気にお連れできるよう最大の努力を積み

重ねてまいる所存であります。 

美幌丸の針路や速度に誤りが生じること

のないように、あらゆる情報を収集し、乗

客となる町民の皆様と協議の上に判断する

一方で、必要があれば、スピード感をもっ

て、大胆に判断できる船長として、美幌丸

のかじ取りを担っていく覚悟でございま

す。 

どうか、私の決意と覚悟をお酌み取りい

ただき、議員各位並びに町民の皆様におか

れましては、今後の町政運営に対しまして

御理解と御協力を賜りますよう、心からお

願いを申し上げまして、私の所信表明とい

たします。 

次に、本臨時会に御提案いたします議案

等につきまして、御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定については、地方税法等の一部改正に伴

い、平成３１年度町税課税のため急を要し

たこと。 

美幌町介護保険条例の一部を改正する条

例制定については、介護保険法施行令の一

部改正に伴い、平成３１年度保険料の減額

賦課のため急を要したこと。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第１２号）については、起債事業費の確

定に伴う会計処理等のため急を要したこ

と。 

平成３０年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）については、療養給

付費負担金の確定に伴う会計処理等のため

急を要したこと。 

平成３０年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第５号）については、介護サービ

ス給付費の確定に伴う会計処理等のため急

を要したこと。 

平成３０年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について、建設事業費
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の確定に伴う会計処理等のため急を要した

こと。 

平成３０年度美幌町個別排水処理特別会

計補正予算（第４号）については、維持管

理事業費の確定に伴う会計処理等のため急

を要したこと。 

平成３１年度美幌町水道事業会計補正予

算（第１号）については、水道開栓業務に

伴う浸水被害に対する損害賠償金の概算払

いのため急を要したこと。 

以上の理由により、専決処分をいたしま

したので、御承認を賜りたいのでありま

す。 

人事案件について。 

同意第３号については、議会議員から選

任しております監査委員古舘繁夫氏は、本

年４月３０日をもって任期満了となりまし

たので、その後任について御同意を賜りた

いのであります。 

同意第４号につきましては、監査委員髙

木清氏は、本年６月２２日をもって任期満

了となることから、引き続き同氏を選任い

たしたく、御同意を賜りたいのでありま

す。 

動産の取得について。 

議案第２５号ロータリ除雪車２台につい

ては、北海道市町村備荒資金組合から随意

契約により取得しようとするもので、議決

をいただきたいのであります。 

条例改正について。 

議案第２６号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定については、地方税法等の一

部改正に伴い、所要の改正を行おうとする

ものであります。 

補正予算について。 

平成３１年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）については、次世代育成支援推

進事業費として、１億８,４１６万６,００

０円、プレミアム付商品券事業費として、

１億３,３２５万５,０００円、その他、自

治会連合会コミュニティ助成事業、地域イ

ベント助成事業に係る補助金の増額を行お

うとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛賜りますようお願い申し

上げまして、提出案件の概要説明といたし

ます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は１３時といたします。 

午前１１時２８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 承認第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 承認

第２号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の９ペー

ジになります。 

承認第２号専決処分の承認について。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

１０ページ、専決処分書になります。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定について、平成３１年度町税課税のため

急を要するので、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分

する。 

専決日が、平成３１年３月２９日でござ

います。 

専決の内容について、１１ページになり

ます。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定について。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 
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記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

資料１、承認第２号関係。 

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定でございます。 

改正目的は、地方税法等の一部改正によ

るものでございます。 

改正内容につきましては、まず１点目、

個人町民税、法人町民税でございます。 

（１）につきましては、個人住民税に係

る住宅ローン控除の拡充で、消費税が１

０％の住宅を取得し、平成３１年１０月１

日から平成３２年１２月３１日までの間

に、居住の用に供した場合の控除期間を現

行の１０年間からさらに３年間延長を図る

ものでございます。 

また、延長期間に所得税から控除し切れ

なかった額について、現制度と同じく控除

限度額の範囲内において、個人住民税から

控除をするものでございます。 

（２）は、平成３１年度分以降も個人住

民税について、納税通知書が送達されるま

でに住宅ローン控除の申告が適用要件とさ

れていたものを、納税通知書送達後に申告

をされた場合にあっても、住宅ローン控除

について適用とする改正を行うものでござ

います。 

（３）、法人町民税についてでありま

す。 

平成３０年度の税制改正におきまして、

資本金が１億円を超えます大法人に対する

電子申告が義務化されました。しかし、さ

まざまな要因により電子申告が困難と認め

られる場合があるため、電子申告の義務化

に対します例外規定措置を講じるものでご

ざいます。 

次に、２、国民健康保険税でございま

す。 

（１）につきましては、課税限度額の改

正で、基礎課税額の上限を現行の５８万円

から６１万円に引き上げを行うものでござ

います。 

（２）は、軽減措置の改正で、５割軽減

対象世帯の軽減判定所得におきまして、被

保険者に乗じる金額を、現行の２７万５,０

００円から２８万円に引き上げるもの、あ

わせて、２割軽減対象世帯の軽減判定所得

におきまして、被保険者に乗じる金額を、

現行の５０万円から５１万円に引き上げを

行うものでございます。 

３のその他につきましては、税法の改正

に伴いまして、関係字句等の整理を行うも

のでございます。 

なお、参考資料２ページから１８ページ

に改正に係ります新旧対照表を添付してお

りますので、御参照いただきたいと思いま

す。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第２号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 承認第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 承認

第３号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の１８ペ

ージをお開き願います。 
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承認第３号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

１９ページをお開き願います。 

専決処分書。 

美幌町介護保険条例の一部を改正する条

例制定について、平成３１年度保険料減額

賦課のため急を要するので、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分する。 

専決日につきましては、平成３１年３月

２９日でございます。 

２０ページになります。 

美幌町介護保険条例の一部を改正する条

例制定について。 

美幌町介護保険条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１９ページ

をお開き願います。 

資料２、承認第３号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、介護保険法施

行令の改正により、本年１０月からの消費

税率引き上げに伴う保険料軽減措置の拡充

のため、条例の一部を改正するものであり

ます。 

改正内容につきましては、町民税非課税

者である第１段階から第３段階の区分につ

いて、年間５万７,６００円の基準額に対し

て軽減を行うもので、第１段階の負担割合

を改正前の０.４５から０.３７５とし、年

間保険料を２万５,９００円から２万１,６

００円に、第２段階の負担割合を０.７５か

ら０.６２５とし、年間保険料を４万３,２

００円から３万６,０００円に、第３段階の

負担割合を０.７５から０.７２５とし、年

間保険料を４万３,２００円から４万１,７

００円に軽減するものでございます。 

新旧対照表は、２０ページでございま

す。 

根拠法令等は、介護保険法施行令で、施

行日は、平成３１年４月１日であります。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第３号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 承認第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 承認

第４号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の２１ペ

ージになります。 

承認第４号専決処分の承認についてでご

ざいます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

２２ページ、専決処分書でございます。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第１２号）について、起債事業費の確定

に伴う会計処理等のため急を要するので、

地方自治法第１７９条第１項の規定によ
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り、別紙のとおり専決処分を行うものでご

ざいます。 

専決日につきましては、平成３１年３月

２９日でございます。 

専決内容について御説明申し上げますの

で、２４ページをお開きいただきたいとい

うふうに思います。 

平成３０年度美幌町一般会計補正予算

（第１２号）について御説明を申し上げま

す。 

平成３０年度美幌町の一般会計補正予算

（第１２号）は、次に定めるところによ

る。 

今回の補正につきましては、起債事業の

確定とあわせまして、年度末における額の

確定などによる整理を行おうとするもので

ございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ７,６３２万３,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０７億９,７８２万

６,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更及び追加は、第２

表、地方債補正により御説明申し上げます

ので、２９ページをお開きいただきたいと

思います。 

第２表、地方債補正でございます。 

三つ目の豊栄地区営農用水維持管理事業

につきましては、事業が起債対象となった

ことから、５８０万円を新たに追加するも

のでございます。 

そのほかの５事業につきましては、事業

費確定により限度額の変更を行おうとする

ものでございます。 

これによりまして、平成３０年度起債額

は、１０億２,５２６万３,０００円となり

ます。 

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、４５ページ、４６ページをお開き

いただきたいと思います。 

３、歳出でございます。 

２款総務費、１項総務管理費の４目財産

管理費でございます。 

説明欄の２、庁舎改築等事業費、積立金

２億５,０００万円の増につきましては、令

和３年の完成予定を目指しております役場

庁舎建設のため、今補正の余剰財源の一部

を役場庁舎改築基金に積み立てを図ろうと

するものでございます。 

これによりまして、平成３０年度末残高

については、１０億１,６０５万円となって

ございます。 

なお、今補正に係ります各種基金の平成

３０年度末予定残高を参考資料の２１ペー

ジに添付しておりますので、御参照いただ

きたいというふうに思います。 

次に、７目の交通安全費でございます。 

交通安全対策推進事業費、高齢者等運転

免許自主返納報償３０万円の減でございま

す。 

これにつきましては、当初１２０名を見

込んでおりましたが、実績で１０５名とな

ったことに伴います減額でございます。 

その下の積立金５００万円の増につきま

しては、今補正の余剰財源の一部を交通安

全推進を図るため、交通安全推進基金に積

み立てを図るものでございます。 

次に、８目の住民活動推進費、住民活動

推進事業費の業務等委託料、防犯灯等支柱

設置・撤去業務委託料３４０万９,０００円

の減でございますが、当初１００本を見込

んでおりましたが、実績で５９本となった

ことに伴います減額の補正でございます。 

次に、４８ページをお願いいたします。 

９目の財政調整等基金費でございます。 

積立金１億１,６７２万１,０００円の増

につきましては、３月１１日に株式会社中

神土木様から防災事業へ役立ててほしいと

１００万円の御寄附を、また、１月２５日

に匿名の方から１万円を、３月１９日に報

徳の大屋委代様から１万円を、それぞれ図
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書館蔵書に役立ててほしいとの御寄附があ

った寄附金総額１０２万円と今補正の剰余

金の一部５７０万１,０００円と合わせて６

７２万１,０００円を財政調整基金に積み立

てを行おうとするものでございます。 

また、同じく今補正の余剰財源の一部で

ございます１億１,０００万円を財政運営計

画に基づきまして、減債基金に積み立てを

行うものでございます。 

次に、５０ページをお願いいたします。 

民生費でございます。 

３目の高齢者福祉費、高齢者福祉推進事

業費、補助金でございます。 

二つ目の介護従事者資格取得支援事業補

助金、１５５万３,０００円の減額につきま

しては、介護人材不足を解消するため、必

要な資格取得に対し補助するものでござい

ますが、この中で、初任者研修、当初１０

名を見込んでおりましたが、実績で５名、

また、同じく実務者研修、１０名を見込ん

でおりましたが、実績２名となったことに

よります減額の補正でございます。 

その他につきましては、執行残の整理を

図るものでございます。 

次に、５２ページになります。 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の

１、児童福祉事務費の負担金、子どものた

めの教育・保育給付費負担金４,１１５万

４,０００円の減額につきましては、これは

施設給付費でございますけれども、まず、

藤幼稚園で約２,６００万円の減額、それか

ら、大谷幼稚園で約１,３００万円の減額が

主な要因でございます。 

次に、５４ページになります。 

４款衛生費の１目保健衛生総務費でござ

います。 

補助金で、医療従事者就業支援補助金６

５万円の減額につきましては、まず、就業

支援補助３０名を見込んでおりましたが、

実績で２３名、住宅準備補助については７

名を見込んでおりましたが、実績５名、こ

の減によります減額の補正でございます。 

次に、２目予防費でございます。 

３の母子保健事業費の業務等委託料、妊

婦一般健康診査委託料１５７万円の減につ

きましては、当初１３０名を予定しており

ましたが、実績として９３名となったこと

によります減でございます。 

次に、補助金の１番下でございます。 

特定不妊治療費補助金６３万９,０００円

の減額でございます。これにつきまして

は、当初１５件で１件当たりの単価を１５

万円ということで予定をしておりました

が、実績で件数は１７件でございますけれ

ども、１件当たりの単価が９万４,７３７円

となったことによります減額でございま

す。 

次の５６ページは、年度末におけます整

理でございますので、５８ページをお開き

いただきたいと思います。 

５８ページの６款農林水産業費、２項林

業費の１目林業総務費でございます。 

林業推進事業費の補助金、町産材活用促

進事業補助金１,１２０万円の減につきまし

ては、当初１５棟で２７５立米を見込んで

おりましたが、実績で８棟の１４９立米と

なったことによります減額の補正でござい

ます。 

それから一つ飛びまして、積立金９万円

の増額につきましては、４町で構成いたし

ます北海道森林バイオマス吸収量活用促進

協議会が実施しておりますカーボンオフセ

ット事業の平成３０年度分の交付金を未来

への森林づくり基金へ積み立てを図るもの

でございます。 

次に、６０ページをお願いいたします。 

７款商工費の１項商工費、２目商工業振

興費でございます。 

商工業活性化促進事業、補助金の店舗リ

フォーム促進支援事業補助金３２１万９,０

００円の減額につきましては、当初１５件

の見込みでございましたけれども、実績と

して１４件ということになって、１件当た

りの単価も落ちたことによります減額でご
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ざいます。 

それから、その下の空き店舗活用事業補

助金４８万円の減額につきましては、新規

２件分を見込んでおりましたが、実績がな

かったことによります４８万円の減額でご

ざいます。 

続きまして、８款土木費、２項道路橋梁

費の２目道路橋梁維持費の３、除雪対策事

業費の減、２,８３１万２,０００円の減で

ございますけれども、これにつきまして

は、一斉除雪を当初７回で予算計上をして

おりましたが、実績で６回、また、降雪量

が少なかったことから排雪作業等の減によ

るものでございます。 

次に、６２ページでございます。 

６２ページと６４ページにつきまして

は、執行残の整理を図るものでございます

ので、６６ページをお願いいたします。 

１０款教育費の４項社会教育費、２目社

会教育振興費の芸術文化振興事業費、積立

金５００万円につきましては、今補正の余

剰財源の一部を芸術文化振興基金に積み立

てを行うものでございます。 

以降につきましては、執行残の整理を図

るものでございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、３３ページ、３４ページにお戻りい

ただきたいと思います。 

２の歳入についてでございます。 

１款町税、１項町民税の個人町民税現年

課税分２,３７５万５,０００円の増につき

ましては、主に給与所得の伸びによるもの

でございます。 

その下の法人現年課税分１,２４１万７,

０００円につきましては、建設事業等の税

割額の伸びによります増額でございます。 

２項固定資産税につきまして、２,６２９

万８,０００円の主な増につきましては、償

却資産でございます。 

それから、２款地方譲与税から３６ペー

ジの７款自動車取得税交付金までにつきま

しては、交付額の確定に伴います増減でご

ざいます。 

次に、３６ページの１０款地方交付税で

ございます。 

１億５,７２２万５,０００円の増でござ

いますけれども、これにつきましては、普

通交付税が３６億７,５６９万１,０００

円、そして、特別交付税が３億６,１５８万

７,０００円で確定したことに伴います増額

の補正でございます。 

次に、３８ページをお願いいたします。 

１３款の使用料及び手数料につきまして

は、利用者数等の確定に伴います整理を行

うものでございます。 

それから、１４款国庫支出金と次のペー

ジ１５款道支出金につきましては、それぞ

れの事業費等の確定に伴います増減でござ

います。 

次に、４２ページになります。 

１６款財産収入の２目利子及び配当金、

森林組合出資配当金１００万円の増額でご

ざいますけれども、これにつきましては、

町の出資金２,５００万円に対します４％の

配当がなされたものでございます。 

それから、１８款繰入金の財政調整基

金、７,２２５万４,０００円の減額につき

ましては、今補正の財源調整を図るもので

ございます。 

その他の基金につきましては、対象事業

費の確定に伴います整理を行うものでござ

います。 

次に、４４ページになります。 

２０款諸収入の５項雑入、５目雑入でご

ざいます。 

説明欄の上から四つ目、物品等売払の

増、１０５万円につきましては、リサイク

ル品、鉄くず等の売り払い増によるもので

ございます。 

それから、その下の公有物件災害等共済

金の増、７９万７,０００円につきまして

は、南団地５号棟４０２号の火災災害共済

金でございます。 

二つ飛びまして、施設研修費用代の増、
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４６万２,０００円につきましては、エコハ

ウスの研修費用の増でございます。 

それから１番下、森林組合事業割配当金

１２２万１,０００円の増につきましては、

森林組合委託事業費の１０％相当額の配当

金でございます。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） １点お聞きし

たいと思います。 

５４ページ、衛生費の母子保健事業費の

減なのですけれども、特定不妊治療費補助

金の６３万９,０００円の減なのですけれ

ど、これは町単独の不妊治療に対する助成

かと思われます。 

先ほどの説明では、１５件の補助金申請

があって、実際は１７件、１５件の予定が

１７件にふえたけれども、単価が低くなっ

たというふうな説明だったのですけれど

も、例えば、これはすぐ実績の出るもので

はないかもしれませんけれど、実績があれ

ばお聞かせ願いたいのと、それから、これ

は町内でもできる治療があるというような

話を前に聞いたことがあるのですけれど

も、これは町外で治療を受けたものなの

か、その辺のところをもう少し詳しく教え

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（大場圭子君） ただいま

の御質問にお答えします。 

特定不妊治療費のことですけれども、実

数としては８件で、延べ件数としては１６

件の申請となっています。失礼いたしまし

た、１７件ということになります。そのう

ち、妊娠されたということで届け出された

方は、４件いらっしゃるということで把握

しております。 

治療の医療機関のことですけれども、全

て札幌、北見ということで、町外の医療機

関で治療されている方となります。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 治療先は全て

札幌ということなのですけれども、難しい

のでなかなか地元ではということもないか

もしれませんけれど、地元でも男性に対す

る治療などはできるということで、もうち

ょっとそういうことを周知していただきた

いなと思います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回、町のほ

うで平成３０年度から取り組みましたこの

特定不妊治療費の補助につきましては、基

本的には道の補助事業の上乗せという形で

ございまして、治療できるのは札幌だけで

はなくて、北見市内でもできるのと、男性

の治療も対象となっておりまして、道のほ

うの補助対象となった部分のさらに不足

分、個人分を町のほうで補助するという形

で、基本的にはほとんどの場合が道の補助

で、自己負担分が町の補助で全額補助でき

るような形で、実際の対象者の負担軽減に

つながっているということでございますの

で、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

また、この周知につきましても、それぞ

れ保健所等も含めまして、町のほうも対象

者に対して補助金の申請漏れがないような

形での周知をさせていただいておりますの

で、その辺もよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今の部長の説

明では、これは町の上乗せではなく、道の

補助でほとんどがまかなえているというよ

うな説明ではないのでしょうか。 

私は、町単独でその上乗せをしてほしい

というようなことで、前に一般質問したり

しましたので、そのことに対するこの上乗
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せ分なのかなと思ったのですが、その辺を

誤解していますか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 説明が足りま

せんでした。かかった治療費で、道の補助

対象が、例えば、初診の場合、３０万円と

か１５万円とあるのですけれども、１回平

均３０万円から４０万円近い医療費がかか

っておりますので、道の補助を受けても、

なおかつ個人負担が出ますので、その分に

つきまして町の単独で補助しているもので

ございますので、御理解願いたいというふ

うに思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 議案書の４６ペー

ジです。 

住民活動推進事業費の減というところ

で、防犯灯等支柱設置・撤去業務委託料の

当初１００本を予定したのが５９本だった

ということで説明を受けましたが、これは

ＬＥＤ化の話なのかと思うのですけれど

も、そうなった場合、自治会のほうからこ

この場所は撤去してくれ、あるいは、ここ

はふやしてくれという要望がいろいろある

と思うのです。それが全て網羅されてこの

本数になったのか、あるいは、まだやり残

した部分があるのかどうかの部分について

お聞きします。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 今の

御質問でありますけれども、やり残した分

はありません。全て処理した分で、この最

終的な件数となっております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、自治会

等から要望が出てきたことは全部やった

と、例えば、今後出てくる可能性もあると

思うのですけれど、それは新たに予算化さ

れているという認識でよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 今御

質問のあったとおり、御指摘のとおり予算

化しております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ５８ページの

林業費のところの木質ペレットストーブ購

入補助金２００万円ですけれども、このペ

レットストーブも大分早くから取り組まれ

ているのですけれど、町民の方々の利用促

進がなかなか進んでいない状況ではないか

というふうに理解をしているところなので

すけれど、せっかくこのように取り組まれ

ているのであれば、使いやすい状況と町民

がもう少し関心の持てるストーブに改良す

るという考え方があれば、もう少し利用促

進ができるのではないかという思いがある

のですけれど、このことについて、具体的

に教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの木

質ペレットストーブの補助金の件でござい

ますが、当初予算１０台で見ていたもの

が、実際は５台ということで、半分の執行

という状況でございます。 

また、このペレットストーブにつきまし

ては、灯油の単価だとか、そういったもの

の単価の増減によっても多少は増減の可能

性もございます。 

その中で、やはり低酸素なまちづくりだ

とか、非常に環境に優しいということで、

根強い人気もありますけれども、なお一層

使いやすいような制度、情報の周知もして

おりますけれども、なお一層使いやすいよ

うな形になるよう事業者さんや、実際のユ

ーザー等の意見も聞きながら検討してまい

りたいと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 
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○１０番（坂田美栄子君） 利用促進とい

う意味では、使いやすいということで、こ

れから灯油がまだまだ高くなる可能性がな

いわけではないかなというふうに思うので

すけれど、やはりせっかく進めるのであれ

ば、もう少し町民の人たちが使いやすい、

そういうものに特化していく必要があるの

ではないか、せっかく、毎年、毎年こうや

って予算を計上しているのですから、そう

いう意味では、もう少し研究する必要があ

るのではないか、あと、ストーブの材料を

購入しやすい制度にするとか、方法はもう

少し考えられるのではないかと思いますの

で、これからの課題として取り組むべきと

いうふうに思っていますので、しっかり取

り組んでいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第４号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 承認第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 承認

第５号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の６９ペ

ージをお開き願います。 

承認第５号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

７０ページでございます。 

専決処分書。 

平成３０年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）について、療養給付

費負担金の確定に伴う会計処理等のため急

を要するので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

専決日につきましては、平成３１年３月

２９日でございます。 

７２ページをお開き願います。 

平成３０年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）。 

平成３０年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億２７６万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億

２,８０８万１,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、保険給付費の実績を見込

み、減額補正を行ったものでございます。 

歳出から御説明いたしますので、８１、

８２ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款保険給付費、１項療養諸費、８,５５

７万３,０００円の減額と、その下の２項高

額療養費、１,７１８万７,０００円の減額

につきましては、それぞれ一般被保険者及

び退職被保険者等への保険給付費の実績見

込み額の減少によるものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、７９、８０ページをお開き願います。 

２、歳入。 

２款道支出金、１項道負担金、１億２７
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６万円の減額につきましては、保険給付費

の減額に伴う保険給付費等普通交付金の減

額でございます。 

以上、御説明いたしました。 

御承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第５号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 承認第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 承認

第６号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の８３ペ

ージをお開き願います。 

承認第６号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

８４ページでございます。 

専決処分書。 

平成３０年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第５号）について、介護サービス

給付費の確定に伴う会計処理等のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

専決日につきましては、平成３１年３月

２９日でございます。 

８６ページをお開き願います。 

平成３０年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第５号）。 

平成３０年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,０９０万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１８億４,３７０万７,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、介護サービス給付費及び国

庫支出金の確定に伴い、保険料、その他の

費用の実績を見込み減額補正を行ったもの

でございます。 

歳出から御説明いたしますので、９７、

９８ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費につきまし

ては、職員時間外手当等の実績に基づく減

額でございます。 

その下の３項介護認定審査会費につきま

しては、介護認定審査会運営事務費及び介

護認定調査事務費とも実績に基づく減額で

ございます。 

２款保険給付費につきましても、１項介

護サービス等諸費から１０１ページの６項

その他諸費まで実績見込みによる給付費の

減額でございます。 

１０１ページの中段でございます。 

３款地域支援事業費、１項介護予防・日

常生活支援総合事業費につきましては、介

護予防プラン作成件数の確定に伴う委託料

及び介護予防・生活支援サービスの実績見

込みに伴う負担金の減額でございます。 

２項包括的支援事業費・任意事業費につ
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きましても、地域包括支援センター運営事

業、生活支援体制整備事業、介護保険任意

事業とも利用実績の確定及び見込みに伴う

減額でございます。 

１０３、１０４ページをお開き願いま

す。 

４款基金積立金につきましては、本補正

予算の余剰金を介護保険基金に積み立てる

ものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９３、９４ページをお開き願います。 

２、歳入。 

１款保険料、１項介護保険料につきまし

ては、決算見込みにより現年度分を７５５

万３,０００円増額し、滞納繰越分を４０万

４,０００円減額するものでございます。 

２款分担金及び負担金、１項負担金につ

きましては、介護認定審査会経費の精算に

伴い、津別町、大空町からの負担金を減額

するものでございます。 

３款国庫支出金、４款支払基金交付金

と、次の９５、９６ページの５款道支出金

につきましては、それぞれ介護給付費、地

域支援事業費の確定に伴う補正でございま

す。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金につき

ましては、介護給付費、包括的支援事業・

任意事業の実績及び事務費の確定に基づく

減額補正でございます。 

２項基金繰入金につきましては、介護サ

ービス給付費の減に伴い減額するものでご

ざいます。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料２１ページに添付させていた

だいておりますが、７,８９９万円となりま

す。 

以上、御説明いたしました。 

御承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第６号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 承認第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 承認

第７号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案１０

５ページをお開き願います。 

承認第７号専決処分の承認についてを御

説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものであります。 

次のページ、１０６ページをお願いいた

します。 

専決処分書。 

平成３０年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について、建設事業費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

専決日は、平成３１年３月２９日であり

ます。 

内容につきましては、補正予算で御説明

いたしますので、１０８ページをお開き願

います。 

平成３０年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）。 

平成３０年度美幌町の公共下水道特別会
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計補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、終末処理場

水処理施設機械及び電気設備更新工事並び

に終末処理場維持管理事業費の確定などに

よる減額補正をするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,７５６万８,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ９億６,７９８万３,０００円とするもの

であります。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の補正につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１１１ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正。 

公共下水道事業であります。 

対象事業費の確定によるもので、起債限

度額を７,４９０万円から９１０万円減額い

たしまして、６,５８０万円とするものであ

ります。 

次に、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げますので、１１７ページ、１１８ペ

ージをお開き願います。 

３、歳出。 

このページの公共下水道事務費は、職員

３名の時間外手当の実績減、使用料収納事

務委託料は、対象経費の確定による実績

減、貸付金は、申し込みがなかったことに

よる実績減であります。 

終末処理場維持管理事業費は、終末処理

場の燃料費、光熱水費の実績減と、汚泥処

理手数料の実績減、公共下水道管渠維持管

理事業費と公共下水道建設事業費は、事業

費の確定に伴う執行残による減額でござい

ます。 

次に歳入について御説明申し上げますの

で、１１５ページ、１１６ページにお戻り

願います。 

２、歳入。 

このページの下水道使用料の減は、下水

道使用実績に伴う減額、公共下水道事業費

補助金の減は、対象事業費の確定による実

績減、一般会計繰入金の減は、今回の補正

に伴います財源調整としての減額、その

下、雑入は、終末処理場設備更新に伴い発

生した鉄くず売却額の増額、その下、公共

下水道債につきましては、第２表地方債に

おいて御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第７号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 承認第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 承認

第８号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案１２

１ページをお開き願います。 

承認第８号専決処分の承認についてを御

説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものであります。 
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次のページ、１２２ページをお願いいた

します。 

専決処分書。 

平成３０年度美幌町個別排水処理特別会

計補正予算（第４号）について、維持管理

事業費の確定に伴う会計処理等のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分する。 

専決日は、平成３１年３月２９日であり

ます。 

内容につきましては、補正予算で御説明

いたしますので、１２４ページをお開き願

います。 

平成３０年度美幌町個別排水処理特別会

計補正予算（第４号）。 

平成３０年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、維持管理事

業費の確定による減額補正を行うものであ

ります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ３１９万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,

４５２万１,０００円とするものでありま

す。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、１３３、１３４ペ

ージをお開き願います。 

３、歳出。 

このページ、個別排水処理施設維持管理

事業費の減は、３１２個の個別排水処理施

設維持管理事業費の確定に伴う執行残によ

る減額であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１３１、１３２ページにお戻り願い

ます。 

２、歳入。 

このページ、一般会計繰入金は、今回の

補正に伴います財源調整としての減額であ

ります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第８号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 承認第９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 承認

第９号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

３５ページをお開き願います。 

承認第９号専決処分の承認についてを御

説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものであります。 

次のページ、１３６ページをお開き願い

ます。 

専決処分書。 

平成３１年度美幌町水道事業会計補正予

算（第１号）について、水道開栓業務に伴

う浸水被害に対する損害賠償金の概算払い

のため急を要するので、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。 

専決日は、平成３１年４月２２日であり

ます。 
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内容につきましては、補正予算で御説明

を申し上げますので、１３８ページをお開

き願います。 

平成３１年度美幌町水道事業会計補正予

算（第１号）。 

総則。 

第１条、平成３１年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条の収益的支出の補正につきまして

は、補正予算実施計画書及び説明書で御説

明申し上げますので、１３９、１４０ペー

ジをお開き願います。 

１款、４項、５目その他特別損失、損害

賠償金１,０６０万円であります。 

去る本年３月２８日木曜日に、東１条北

３丁目ロイヤルハイム様３０１号室の水道

開栓業務を行った際、室内の蛇口全てが開

放状態になっており、その確認が不十分で

あったため、水が出っ放しとなり、浸水被

害が発生したもので、その損害を補償する

ための補正であります。 

ロイヤルハイムは、１階共用玄関入り口

に、町が設置した電動水抜き装置と室内の

ドレンバルブ（水抜き）が連動している特

殊な施設であり、このような装置を設置し

ているところは町内ではここ１件でありま

す。 

町が設置した装置であり、屋外と宅内が

連動しているため、水道事業は損害賠償義

務が生じるものであります。 

通常の施設は、水道開栓後、メーターを

見て水の動きを確認しており、今回も同様

の確認をしておりました。しかし、１階共

用玄関入り口にある集中検針盤では、メー

ターからの信号を同時に受信する仕組みで

はないため、磁石操作により手動で瞬時流

量を確認しなければならず、この施設にお

ける開閉栓業務を行う際の留意点につい

て、職場内の引き継ぎが徹底されていなか

ったことが原因と考えております。 

被害箇所の早期復旧を最優先にするとと

もに、復旧工事が長期間に及ぶため、損害

賠償金の概算払いが必要となったことか

ら、今回、専決処分を行ったものでありま

す。 

今回の水道開栓業務に伴う浸水被害に対

する損害賠償金について、特別損失を計上

する事態を招いてしまったこと、事務の責

任者として深くおわびを申し上げます。 

今後このようなことのないよう異動届け

出の受け付けから現地処理までの一連の業

務について、再度精査を行って作業手順を

徹底してまいります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 原因が、こうい

う特殊な、町内に１カ所しかない集合住宅

の設備であったことを、引き継ぎが徹底さ

れていなかったということが、こういう事

故が起こった原因だというふうに説明があ

ったのですが、引き継ぎというか、実際に

この住宅が特殊だとすれば、この施設はこ

ういう対応をするということが、引き継ぎ

ではなくて、水道担当のほうでそういった

ことがきちんとファイルか何かで残ってい

て、全体の職員がそういうことを知ってい

たのかどうか、例えば、ほかの職員が行っ

てやっても同じことが起きたのか、その辺

の状況についてどうだったのかというの

と、いずれにしても早期復旧対応というこ

とを最優先していくということは大事なこ

とですから、再発防止に向けて具体的にど

のような対応をされていこうとしているの

か、その辺についてお答えいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 本施設の

装置につきましては、平成１７年度に設置

したものでございまして、具体的にという

ことになりますと、ファイル等でこのよう
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な施設はこのように対応するというような

ことを残していなかったのが実態でござい

ます。大変申しわけございませんでした。 

今後の対応といたしましては、ファイル

もそうなのですけれども、まずは立会での

開閉栓、閉栓は別としても、開栓について

は立会で行う、もしくは、どうしても立会

ができない場合については、装置の確認を

していただく、そのようなことを行ってま

いりたいと思います。 

あわせて、１カ所の施設でありますの

で、集中メーターには直接きませんけれど

も、磁石操作による手動で瞬時流量を現場

で確認するということはもちろんでござい

ますが、開栓に当たっては立会、あるい

は、立会できない場合は、施設内の設備の

徹底ということを図ってまいりたいと思い

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） そうすると、平

成１７年ということはかなり前ですから、

水道の職員の誰が行っても同じようなこと

が起こり得たのか、たまたま行った職員に

そういうことの引き継ぎが徹底されていな

かったというふうに、最初はそういう説明

をしてましたけれども、要は、誰が行って

もこういう特殊な設備であったために同種

の事故は起き得る状況だったのかどうか、

その辺をお答えください。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 引き継ぎ

が徹底しておらず、誰が行っても同様のこ

とが起こったのではなかろうかというふう

に感じております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、御説明いただ

きました部分で一つお伺いさせていただき

ます。 

この開栓の作業のときというのは、どの

ような場合でも、今回の場合も含めて、作

業は１人で行っているのでしょうか、複数

人で行っているのでしょうか、教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 開閉栓業

務につきましては、１人で実施しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今回のこの被害額

を見ると、やはり水の被害ということで、

万が一かかった場合、１,０６０万円と結構

な金額になると思うのです。 

これは、１人ではなくて２人でダブルチ

ェック等をしていれば、もしかしたら被害

が起こっても最小で防げた可能性があった

のかなというふうに思います。 

なので、簡単な作業だったりするのかも

しれませんが、やはり何かが起こったとき

にはこういうふうな高額な費用になる可能

性があるので、２人でダブルチェック等を

するような形を考えられたらいかがかなと

いうふうに思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 御意見賜

りました。検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） それと、損害賠償

金なのですが、基本的に町で入っている保

険で対応していくような形になると思うの

ですが、時価額を超えてしまった場合、要

は、残存分を超えた場合、もしかしたら入

居者、被害者の方が同じものを買えないと

いう場合で、その分を町にさらに請求する

というふうな可能性も出てくるのかなと思

うのですが、私が調べましたところ、その

方が個人で保険に入っていれば、その方の

同意を得て、その方がいいよと言ってくれ

れば、その保険で超えた部分を賄うことが
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できるということを調べさせてもらいまし

た。 

なので、もしかしたら入居者の方、被害

者の方が快くそれをいいよと言っていただ

ければ、町としての損失ももう少し防げる

のかなと思いますし、１番はやはり被害者

の方にとって第一の対応をしていかなくて

はならないと思いますが、そういった同意

を求めて協力していただくことも可能性と

してはあるのかなというふうに御意見させ

ていただきます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 町として

損害賠償を行わなければならないものにつ

きましては、早期復旧と和解に向けて慎重

に進めてまいりたいと思いますので、御理

解お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 今後の対応策とし

て、町内に１カ所ということなので、職員

は人事異動などでなかなかマニュアルとい

うのが引き継がれないと思いますので、例

えば、このメーターを新たなものにすると

いうことを検討してはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問でございますが、構造的には、一から

改修するというのはかなり高額な費用にな

ろうかと思いますので、現状では難しいの

かなと思っております。 

現状の施設の中で、取り組み方法等、作

業方法等を周知徹底する中で対応していき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今後の対応と

いうことで、マニュアルを作成したり、そ

れから、立会で行うというふうな考えを持

っているようですけれども、やはり担当と

いうのは常に代わっていくものですし、月

日がたてば、この建物もまだ何十年もここ

に残るものですから、私は、やはり、この

場所にこういう失敗があったということ

や、何というか、ぶら下げると言ったらお

かしいですけれど、行政でマニュアルを持

つのではなくて、この場所にそういうファ

イルというか、目立つように誰もが今の失

敗みたいなものを検針盤とか、操作盤のと

ころに置いておくという考えはどうでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 御意見賜

りました。オーナーさんの御協力のもと、

マニュアルを本の形式がいいのか、注意の

シールがいいのか、いろいろ方法があると

思いますけれども、オーナーさんとも御相

談をさせていただいて、対応できるかどう

か検討してまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第９号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時２０分といたします。 

午後 ２時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程第１９ 同意第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 同意

第３号監査委員の選任についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案１４７ページ

でございます。 

同意第３号監査委員の選任について御説

明申し上げます。 

本町の監査委員古舘繁夫氏は、平成３１

年４月３０日をもって任期満了となりまし

たので、次の者を選任いたしたく、地方自

治法第１９６条第１項の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。 

議会議員のうちから選任する者。 

氏名、古舘繁夫さん。 

住所、生年月日については、議案に記載

のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、同意第３号監査委員の選任に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、提案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、提案のとおり同意

することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 同意第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 同意

第４号監査委員の選任についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案１４８ページ

でございます。 

同意第４号監査委員の選任について御説

明を申し上げます。 

本町の監査委員髙木清氏は、令和元年６

月２２日をもって任期満了となることか

ら、次の者を選任いたしたく、地方自治法

第１９６条第１項の規定により、議会の同

意を求めるものでございます。 

識見を有する者。 

氏名、髙木清さん。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第４号監査委員の選任に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、提案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、提案のとおり同意

することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 議案第２５号 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 議案

第２５号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の１

４９ページをお開き願います。 

動産の取得についてを御説明申し上げま

す。 

議案第２５号動産の取得について。 
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次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２２ページ

をお開き願います。 

資料４、議案第２５号関係。 

動産の取得について。 

ロータリ除雪車、除雪幅１.０メートル、

２台の購入であります。 

本車両は、歩道除雪の迅速化と従事者の

負担軽減を図るため、北海道市町村備荒資

金組合の車両譲渡事業により、新規に２台

購入するものであります。 

なお、取得に当たりましては、本町にお

いて物品登録の格付があり、かつ、取得可

能な６社を指名いたしまして、落札業者

は、北海道川崎建機株式会社で、落札金額

２,０９０万円、落札率は９０.３％であり

ます。 

納入場所は、美幌町字報徳７９番地の

４。 

動産の概要は、記載のとおりでありま

す。 

取得の金額は、車両本体価格２,０９０万

円に北海道市町村備荒資金組合が設定する

利率で計算された利子分を加算した額とな

ります。 

取得の相手方は、札幌市中央区北４条西

６丁目北海道自治会館内、北海道市町村備

荒資金組合、組合長菊谷秀吉。 

譲渡決定年月日は、組合指定日。 

納入期限は、令和元年１１月２９日であ

ります。 

なお、北海道市町村備荒資金組合の概要

につきましては、お手元に配付しておりま

す資料を御参照願います。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） お尋ねという形

の質問なのですけれど、今回２台買うとい

うことで、負担軽減を図るという説明を受

けたのですけれど、今現在何台あって、負

担軽減されていない機械があったとした

ら、その機械をどうするのか、また、今回

２台買うことによって、増量体制でいくの

か、そうなると、機械を操作するのは多分

美幌町の建設部の現業部となると、人件費

の関係だとか、維持費もしくはそれを設置

するというのですか、置いておく場所の整

備だとか含めて、２台増量することで何が

変わるのか詳しく説明してください。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

今の現状でありますけれども、まず、手押

しロータリが現在４台で実施しておりまし

て、町内を４地区に分けて実施しておりま

す。 

一斉除雪時には、午前２時から、実際に

かかるのは、正午までの約１０時間を要し

ておりまして、通勤時間とか、通学時間帯

までには歩道の除雪が終了していないのが

現状であります。 

今回２台の歩道除雪用の乗用ロータリを

導入することにより、降雪状況にもよりま

すけれども、予定では通勤時間、通学時間

帯である午前７時までには歩道除雪が完了

する予定であり、手押しロータリ除雪機の

路線分をカバーすることも可能になりま

す。 

あわせて、先ほど建設水道部長のほうか

らも申し上げましたとおり、従事者の負担

軽減を図ることとなります。 

実際には、現状４台の手押し除雪機です

けれども、時間当たり１８０トンの除雪能

力がありまして、今回導入する歩道除雪用

の乗用除雪車につきましては４５０トンと

いうことで、手押しの２.５倍の除雪能力が

あります。 

現実的には、今、約１６キロメートルの

歩道を４台で実施しておりますので、単純

に割り返しますと、４台で１０時間ですの
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で、時間当たり４００メートル、これで、

今回２台入れることによりまして、手押し

除雪機が４台で４００メートルで半分の８

キロメートルを実施することで、５時間で

カバーできることとなり、歩道用の除雪ロ

ータリ２台で、もう２地区を実施すること

によって、２.５倍ですので４時間で半分の

８キロメートルをカバーすることができま

す。 

残りの分については、２キロメートルほ

ど乗用ロータリのほうに余力がありますの

で、手押しの分もカバーできることになり

ます。 

あと、維持管理の経費につきましては、

修繕等で維持管理経費は、全体の中で除雪

車両の予算計上をしております。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 詳しく聞くとよ

くわかりました。 

実際、今４台に、今度２台ですよという

ことで、２台買うので、捨てる機械だと

か、古くなる機械があるのかなと思ったの

が一つだったものですから、それで、今度

は４人体制から６人になるのかなと思うの

ですけれど、その人間はどこから持ってく

るのか、最後にこれだけ。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 御質問の

今４台の手押しロータリにつきましては、

４地区のうちの２地区をカバーすることに

なりまして、新たに乗用ロータリのオペレ

ーター２名については、これから早い段階

で職安を通じてオペレーターの募集をして

まいります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２５号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第２６号 

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 議案

第２６号美幌町税条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案の１５０

ページになります。 

議案第２６号美幌町税条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の２

３ページをお開き願います。 

資料５、議案第２６号関係でございま

す。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

についてでございます。 

改正目的につきましては、地方税法等の

一部改正に伴う、税条例の改正を行おうと

するものでございます。 

改正の内容になります。 

まずは、個人住民税の関係で、（１）の

ふるさと納税制度に係ります改正でござい

ます。 

現行におきましては、いずれの地方団体

であっても、寄附金を支出すれば特例控除

の対象とされていますが、改正内容では、

総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いた

上で指定をする地方団体のみを特例控除対

象とするものでございます。 
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具体的には、寄附金募集を適正に行って

いること、あるいは、返礼品について取扱

基準に適合するこれらの地方団体を指定を

するものでございます。 

この改正については、施行日が令和元年

６月１日でございます。 

なお、この指定は原則１年単位で行われ

るというふうに言われてございます。毎年

１０月１日から翌年９月３０日までの１年

間ということで予定をされているようでご

ざいます。 

なお、本年度につきましては、６月から

来年９月３０日までの１年４カ月というこ

とで予定をされているところでございま

す。 

なお、６月１日の施行日でございますの

で、本年の指定につきましては、現在、５

月１５日に告示がされるという予定になっ

ているところでございます。 

次に、（２）の個人住民税の非課税措置

対象の改正でございます。 

新たに単身児童扶養者を追加するもので

ございまして、単身児童扶養者の定義につ

きましては、ここに記載の①から③につい

てでございます。 

施行日につきましては、令和３年１月１

日となってございます。 

また、これにあわせまして（３）の扶養

親族申告書の記載事項の改正もあわせて行

うものでございます。 

この記載事項の改正につきましては、令

和２年１月１日の施行となってございま

す。 

それから、（４）の住民税申告に係りま

す記載事項の省略についてでございます。 

年末調整の適用を受けた場合の住民税申

告に係ります記載事項の省略措置につい

て、規定をしようとするものでございま

す。 

この（４）についても施行日につきまし

ては、令和２年１月１日でございます。 

次に、２４ページの軽自動車税に係る改

正事項でございます。 

消費税の引き上げによります、需要の平

準化対策といたしまして、本年１０月から

１年間について、税率の臨時的軽減を行う

ということで、各税率から１％の軽減を図

る改正を行うものでございます。 

また、種別割のグリーン化特例につきま

しても、消費税率引き上げに配慮いたしま

して、現行の制度を２年間延長し、平成３

４年度課税分からは、電気自動車のみの軽

減税率適用とするものでございます。 

軽自動車に係ります施行日につきまして

は、令和元年１０月１日でございます。 

根拠法令につきましては、地方税法でご

ざいます。 

なお、参考資料２５ページから３６ペー

ジに改正に係ります新旧対照表を添付をさ

せていただいております。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第２６号美幌町税条例の

一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第２７号 

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 議案

第２７号平成３１年度美幌町一般会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 
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○総務部長（広島 学君） 議案の１５８

ページになります。 

議案第２７号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第１号）について御説明を申

し上げます。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３億２,０８６万７,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ１０５億６,８８９

万５,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の追加は、第２表、地方

債補正により御説明申し上げますので、１

６１ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

第２表の地方債補正でございます。 

認定こども園改築補助事業でございま

す。 

これにつきましては、藤幼稚園の園舎改

築補助金に係ります美幌町が町補助金とし

て支出いたします６,０１３万６,０００円

についての起債でございます。 

この部分６,０１０万円について、新たに

追加をするものでございます。 

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、１６７ページ、１６８ページをお

開きいただきたいと思います。 

２款総務費の５目企画費、補助金でござ

います。地域イベント助成事業補助金、８

０万円の追加でございます。 

これにつきましては、商店街の青年部の

方々が中心となって実行委員会が設置され

まして、そこが主催をいたしますモーター

ショーなどのイベントが９月に実施を予定

されてございます。 

このイベント実施に伴います補助金で、

全額地域社会振興財団の地域イベント助成

によるものでございます。 

次に、８目の住民活動推進費、補助金で

ございます。 

自治会連合会コミュニティ助成事業補助

金、２６４万６,０００円でございます。 

これにつきましては、宝くじの助成事業

を活用いたしまして、イベント用テントの

天幕７１張りについて整備を図るものでご

ざいます。 

事業実施主体が美幌町自治会連合会でご

ざいますが、自治会連合会とは協定書など

を交わしながら、町が保有しております備

品とあわせて、各団体等が利用しやすい管

理を行っていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

次に、３款民生費でございます。 

１目の社会福祉総務費、プレミアム付商

品券事業、総額で１億３,３２５万５,００

０円でございます。 

これにつきましては、消費税、地方消費

税率の１０％への引き上げが住民税非課税

者の低所得者及び３歳半未満の子供が属す

る世帯に対しまして消費に与える影響を緩

和するとともに、地域におけます消費を喚

起することを目的として行われる事業でご

ざいます。 

２５％相当のプレミアムをつけて商品券

を販売する事業でございます。 

なお、これにつきましては、全額国から

の補助金で措置をされるものでございま

す。 

なお、３月定例議会において、繰越明許

費の設定をさせていただいております繰越

分を含めた全体事業及び、販売根拠等につ

いて資料を配付させていただいております

ので、参考にしていただきたいというふう

に思います。 

次に、２項の児童福祉費、１目児童福祉

総務費、１７０ページになります。 

１番上の補助金でございます。 

藤幼稚園の園舎建設を平成３０年度及び

平成３１年度の２カ年に分けて事業を実施

しているものでございまして、今回の補正
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につきましては、平成３１年度に係る補助

金の補正でございます。 

まず上の、認定こども園施設整備補助

金、これは教育分になりますが、総額で１

億２,４０７万５,０００円でございます。 

うち、道費が８,２７１万７,０００円、

町費が４,１３５万８,０００円でございま

す。 

その下の保育所等整備補助金、６,００９

万１,０００円につきまして、国費が４,１

３１万３,０００円、町費が１,８７７万８,

０００円となってございます。 

次に、１２款職員給与費でございます。 

これは、プレミアム付商品券発行事業に

係ります職員４名分の時間外について、財

源の振りかえを行うものでございます。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１６５ページ、１６６ページをお

願いいたします。 

１５款の国庫支出金でございます。 

国庫補助金の民生費国庫補助金、社会福

祉費補助金の上、プレミアム付商品券事務

費補助金につきましては、商品券発行に係

ります事務費補助金として、９６６万７,０

００円、それから、その下のプレミアム付

商品券事業費補助金については、商品券の

プレミアム分に係る補助金が２,５００万円

でございます。 

その下の、保育所等整備交付金、４,１３

１万３,０００円につきましては、藤幼稚園

改築に係ります保育部分の補助金でござい

ます。 

また、その下の８,２７１万７,０００円

につきましては、これも藤幼稚園改築に係

ります教育部分の補助金でございます。 

それから、１９款繰入金でございます。 

財政調整基金繰入金の減ということで、

１２３万７,０００円の減額につきまして

は、今補正の財源調整を図るものでござい

ます。 

なお、今補正に係ります平成３１年度末

基金予定残高につきましては、１３億８,６

８４万３,０００円ということで、参考資料

の１番最後のページにも添付をさせていた

だいてございます。 

続きまして、諸収入の雑入でございま

す。 

まず、長寿社会づくりソフト事業費交付

金、８０万円につきましては、モーターシ

ョー等のイベント開催に係ります地域社会

振興財団からの補助金でございます。 

その下の、プレミアム付商品券販売収

入、１億円につきましては、プレミアム付

商品券販売見込みといたしまして、非課税

世帯に係る分として、４,６００人の２万円

で９,２００万円、子育て世帯分４００人分

で１人２万円として８００万円、合計１億

円でございます。 

次に、コミュニティ助成事業補助金、２

５０万円につきましては、テントの天幕購

入に係る自治総合センター宝くじ補助金で

ございます。 

町債につきましては、第２表で御説明を

申し上げました。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、１６

８ページの地域イベント助成事業補助金、

先ほど、開催時期等についてお話がありま

したが、開催場所とか、具体的にモーター

ショーというのはどういうことを企画され

ているのか、その内容をお答えいただきた

いのと、次に、その下の自治会連合会コミ

ュニティ助成事業補助金で、イベント用天

幕７１張り、自治会連合会が申請して、助

成を受けるということですが、町で持って

いるイベント用のテントは、かなり数があ

ると思うのですけれども、今後は、更新す

る際、自治会連合会とそういった団体の所

有で整備をして、町が総合的に管理しなが

ら貸し出ししていくような考え方なのか、



 

－ 32 － 

その点についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、１点目

の地域イベント助成事業補助金、８０万円

のモーターショー等の部分でございますけ

れども、今お聞きしている中で、実施予定

日については、９月１５日、日曜日を予定

しているということでお聞きをしてござい

ます。 

会場につきましては、美幌の元航空公園

の場所で開催するということでお聞きをし

ているところでございます。 

実施内容については、変わるかもしれな

いですけれども、今の段階におきまして

は、二輪、四輪車の車の展示、部門別コン

テスト、あるいは、農業機械の展示会、そ

れから屋台等々でイベントを開催したいと

いう形でお聞きしているところでございま

す。 

それから、テントの購入に係る部分でご

ざいますけれども、今回補助金の中でなか

なか天幕を購入する補助金が見つからなか

ったということがあって、自治会連合会と

お話をさせていただいて、こういう形で購

入をし、協力しながら、貸し出しについて

支障を来たさないような形で運営をしてい

くということで考えてございます。 

今後とも、テントの更新については、そ

の都度必要があるというふうに考えてござ

いますので、こういうような手法について

も多くなってくるのかなというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） モーターショー

の中身ですね、わかりました。 

いずれにしても、モーターショーという

から、私は、二輪とか、四輪、一般的な車

だけかと思ったら、農業用のいろんな機械

の展示もあわせてやるということで、地域

創生とすごい名称がついているのですけれ

ど、対象はもちろん美幌町民対象だと思う

のですけれど、その辺の呼びかける範囲と

いうのは、町内限定なのか、それとも広く

周辺まで呼びかけるのか、その辺がもしわ

かっていれば、お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御

質問でございますが、町内外から車の展示

を行うということで、エントリーにつきま

してもこれから町内外のほうに貼るという

ふうにお聞きしているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） １６８ページ

のところで、住民活動推進事業のイベント

用の天幕の話なのですけれど、自治会連合

会が中心になってということなのですけれ

ど、いつもテントなどの質問をしていたの

ですけれども、買おうとしているものは、

今使っている白いテントを考えているの

か、それとも、今、グリーンというか、新

しい形というのですか、今のはどうしても

支柱などがすごく重かったりして、高齢化

になってきて、組み立てが女性の力ではで

きなかったりする部分が往々にしてありま

す。 

でも、いろんなイベントをテレビや何か

で見ていると、高い傘のような、強度はわ

からないですけれど、新しい形のテントが

いろんなところで見受けられます。 

もし、これから揃えるというのだった

ら、今までのことに捉われることなく、よ

り使いやすかったり、汚れづらかったり、

軽かったりとかという、そういうことも思

慮して、買おうとしているのか、その辺の

ことがわかればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、天幕７

１張り分について購入するのは、従来と同

じ白い天幕でございます。 

これは、側面などもありますので、色を

そろえるということもあって、従来と同じ
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白いものを購入するということで考えてご

ざいます。 

あと、議員がおっしゃいます今までと違

ったテントについて、そういう声は正直初

めてお聞きしたところでございますけれど

も、需要として、利用する団体の方たちが

そういったテントをぜひともイベントの活

用方法として利用していただきたいと、そ

ろえていただきたいということであれば、

検討はしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

ただ残念ながら、声として、私どものと

ころには届いていないというのが現状でご

ざいまして、そういう要望があれば、そう

いう要望なりをしていただければ、検討を

させていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 今の答弁を聞

きますと、天幕だけということで、横幕と

天幕の幕だけを買うということでしょう

か。 

そういうことだったら、今まであるもの

に天幕だけのせていくという、非常にカビ

たりして、本当に悪いものもたくさんあり

ますので、それはいいかなと思いますけれ

ども、ほかのところにイベントなどで行っ

たときに見ていただきたいと思います。 

今、私が言ってるような軽量だけれど

も、本当に飛んでいきそうなものもあれ

ば、結構大きなテントで新しいものを使っ

ているイベントなんかがありますので、ぜ

ひそういうところを行った先で見ていただ

いて、これから順次買いそろえるときに

は、そういうことも必要ではないかなとい

うふうに考えておりますので、ぜひ、いろ

いろ見てきてください。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２７号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第１号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程追加の議決 

○議長（大原 昇君） 閉会中の継続調査

について、総務文教厚生常任委員会、経済

建設常任委員会及び議会運営委員会の各委

員長から、会議規則第７５条の規定によ

り、お手元に配付した印刷物のとおり申し

出があります。 

お諮りします。 

閉会中の継続調査についてを日程に追加

し、追加日程第１として、直ちに議題とす

ることとしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１として、直

ちに審議することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 閉会中の継続調査に 

ついて 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 閉

会中の継続調査についてを議題とします。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 
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したがって、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和元年第２回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後 ２時５８分 閉会   
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